年　　　月　　　日

株式会社ベテル宛

製品に関する化学物質についての不使用保証書
        ― 化学物質管理ランク指針　バージョン15(製品版)：禁止物質レベル1－




印

当社は、当社が株式会社ベテルに納入する既存および新規の全ての製品または部品(付属品、その他製品と共に納入されるもの、及び製品・部品に直接接触する包装材を含む)に、下記に記載する化学物質が含まれていないこと(規制値未満であることを含む)*1、およびオゾン層破壊物質(HCFCは除く)を製造工程で使用していないことを保証致します*2。
記
	化学物質管理ランク指針　バージョン15 (製品版)
禁止物質レベル1*1(名称は別紙参照)

	1) ポリ塩化ビフェニル(PCB)類
ポリ塩化ターフェニル(PCT)類
2) アスベスト類
3) 特定有機スズ化合物(1)
ビス(トリブチルスズ)＝オキシド
3置換有機スズ化合物
4) 特定有機スズ化合物(2)
ジブチルスズ化合物
5) 特定有機スズ化合物(3)
ジオクチルスズ化合物
6) 短鎖型塩化パラフィン(SCCP, C10–13)
7) ポリブロモビフェニル（PBB）
8) ポリブロモジフェニルエーテル(PBDE)
9) 特定アミンを形成するアゾ染料、顔料
10) ポリ塩化ナフタレン(塩素数が1以上の物質)
11) カドミウムおよびその化合物
12) 鉛およびその化合物
13) 六価クロム化合物
14) 水銀およびその化合物
-) 四重金属（カドミウム、鉛、六価クロム、水銀）
15) オゾン層破壊物質(HCFCは除く)*2
16) ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)
17) ホルムアルデヒド
18) ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) とその塩およびPFOS 関連物質(別名: パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)とその塩およびPFOS 関連物質)
	19) 特定ベンゾトリアゾール化合物(1) UV-320
20) ジメチルフマレート(DMF)
21) 多環芳香族炭化水素(PAH) 
22) ヘキサブロモシクロドデカン(HBCD)
23) フタル酸エステル(4種: DEHP、BBP、DBP、DIBP)
24) 塩化リン酸エステル系難燃剤 
(3種: TDCPP、TCEP、TCPP) 
25) ハイドロフルオロカーボン(HFC) 
26) ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩およびPFOA関連物質
(別名: パーフルオロオクタン酸とその塩およびPFOA関連物質)
27) 炭素数9から21のペルフルオロカルボン酸(C9-C21 PFCA)とその塩およびC9-C21 PFCA関連物質
(別名: 炭素数9から21のパーフルオロカルボン酸(C9-C21 PFCA)とその塩およびC9-C21 PFCA関連物質)
28) ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩およびPFHxS関連物質
(別名: パーフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩およびPFHxS関連物質)
29) リン酸トリス(イソプロピルフェニル) (PIP(3:1)) 
30) デクロランプラスTM
31) 特定ベンゾトリアゾール化合物(2) UV-328
32) 中鎖型塩化パラフィン(MCCP, C14-17)

	*1: 各禁止物質の含有に関する保証内容は、化学物質管理ランク指針バージョン15の「付属書1　表1禁止物質レベル1物質/物質群リスト」に基づいています。また、規制対象については本ランク指針の「付属書1 表1　禁止物質レベル1の規制対象」に基づいています。
なお、本ランク指針の付属書1では、「禁止物質レベル1物質/物質群」に属する物質について(一部を除き)明示しておりませんが、「禁止物質レベル1物質/物質群」に該当する全ての物質が規制対象となることにご留意ください。
*2: パナソニックグループ発行のグリーン調達基準書に基づいています。
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